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茨城県独自の緊急事態宣言が 2 月 28 日まで延長されました。
引き続き、不要不急の外出・移動の自粛にご理解と、ご協力をお願いいたします。

春の火災予防運動

３月１日（月）～３月７日（日）
『その火事を　防ぐあなたに　金メダル』

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント　【３つの習慣 ・ ４つの対策】

３つの習慣

・寝たばこは、絶対やめる。

・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防

炎品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設

置する。

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の

協力体制をつくる。

　住宅用火災警報器はわが家と家族を守る基本

　住宅用火災警報器の点検をしましょう！

　～経年劣化や電池切れにより正しく作動しないことも～

　新築住宅に加え、既存住宅についても設置義務化から

10年以上経過し、初期に設置された警報器の中には、劣

化や電池切れが生じていると考えられます。

・住宅用火災警報器の点検を怠ると、正常に機能しない状

態で放置されてしまう可能性があります。警報器の機能を

維持するために、必ず定期的に点検を実施しましょう。

・住宅用火災警報器は警報を発していなくても常にセン

サーが作動し、監視しています。本体の消耗・劣化を

考慮し、10年を目安に本体を交換しましょう。

・住宅用火災警報器の点検・交換の際は、けがなどに十

分注意しましょう。なお、点検・交換の際は、便乗し

た悪質商法にも十分注意しましょう。

※悪質な訪問による消火器等の不適正販売にご注意くだ

さい。

問 合 せ　消防本部火災警防課 火災予防係

　　　　　☎ 266-1119

令和２年度 大洗町土地改良区 芝焼きについて
（実施日の変更）

　当初の日程を下記のとおり変更し、病害虫防除のため

の芝焼きを実施いたします。

　細心の注意を払って行いますので、ご理解の程よろし

くお願いいたします。

日　　時　2月28日（日）　9：00～12：00

場　　所　大洗町土地改良区内水田（大貫町・神山町・成田町地内）

問 合 せ　大洗町土地改良区　☎ 267-2731（直通）

公開オンラインセミナー（無料）
ＷＥＢで納得！相続・遺言・司法書士

　茨城司法書士会では、相続・遺言などについて身近な

事例をもとに、楽しみながら学べるオンラインセミナー

を公開しています。無料で視聴できますので、ぜひご覧

ください。

公開期間　2月26日（金）～3月4日（木）

視聴方法　You Tube配信

　　　　　茨城司法書士会ホームページ特設コーナーか

らアクセス

　　　　　http://www.ibashi.or.jp/seminar2021

　　　　　茨城司法書士会 　で検索

問 合 せ　茨城司法書士会　☎ 225-0111

茨城県警察では警察官を募集しています

試験日程　１次：5月9日(日)

　　　　　２次：①5月29日(土)、30日(日)のいずれか１日

　　　　　　　　②7月6日(火)～7月16日(金)のいずれか1日

受付期間　3月1日(月)～4月9日(金)

受付方法　インターネット（電子申請）

　受験資格や申込方法など、詳細は茨城県警採用案内

ホームページをご覧になるか、水戸警察署へお問合せく

ださい。

茨城県警採用案内HP

https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/saiyo/ibarakipc_site/index.html

問 合 せ　水戸警察署　☎ 233-0110

大洗町地域防災計画（原子力災害対策計画編）（案）に

対する意見を募集します

　現在、「大洗町地域防災計画（原子力災害対策計画編）」

の改定に取り組んでおり、皆さんの意見を反映させるため、

意見公募（パブリックコメント）を実施します。

意見提出期限　2月26日(金)　17：15（必着）

閲覧場所

・大洗町ホームページ

（http://www.town.oarai.lg.jp/~seikatsu/mosimo/info-4041-547_3.html）

・役場１階 ロビー

・役場２階 生活環境課

・ゆっくら健康館１階 健康増進課窓口前

・中央公民館 行政情報コーナー

※役場での閲覧は、土曜日、日曜日、祝日を除く

　8：30～17：15

※ゆっくら健康館、中央公民館での閲覧は、開館日及

び開館時間内

意見を提出できる方

・町内に住所を有する者

・町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その

他の団体

・町内の事務所又は事業所に勤務する者

・町内の学校に在学する者

意見の提出方法

　意見提出用紙（閲覧場所に備え付け、又はホームページか

らダウンロード）に氏名・住所・電話番号を明記のうえ、次の

いずれかの方法により提出してください。

・生活環境課へ持参（土曜日、日曜日、祝日を除く

8：30～17：15）

・郵送（郵送先：〒311-1392　大洗町磯浜町6881-275

大洗町生活環境課 地域安全安心係 宛）

・FAX（送信先：266-3577　生活環境課 地域安全安

心係 宛）

・電子メール（送信先：seikatsu@town.oarai.lg.jp

生活環境課 地域安全安心係 宛）

※電話、口頭での受付は行いません。

問 合 せ　生活環境課　地域安全安心係（内線　241・247）

大洗町ホームページ


